
    

    

    平成平成平成平成 28282828 年年年年 4444 月に自殺対策基本法（以下、基本法）が改正されました。この月に自殺対策基本法（以下、基本法）が改正されました。この月に自殺対策基本法（以下、基本法）が改正されました。この月に自殺対策基本法（以下、基本法）が改正されました。この

法律ができた背景や今回の改正のポイントについてご紹介します。法律ができた背景や今回の改正のポイントについてご紹介します。法律ができた背景や今回の改正のポイントについてご紹介します。法律ができた背景や今回の改正のポイントについてご紹介します。    

基本法の概要基本法の概要基本法の概要基本法の概要    

    基本法が施行されたのは平成基本法が施行されたのは平成基本法が施行されたのは平成基本法が施行されたのは平成 18181818 年で、その翌年には自殺対策総合大綱（以年で、その翌年には自殺対策総合大綱（以年で、その翌年には自殺対策総合大綱（以年で、その翌年には自殺対策総合大綱（以

下、大綱）が作られました。その背景には、平成下、大綱）が作られました。その背景には、平成下、大綱）が作られました。その背景には、平成下、大綱）が作られました。その背景には、平成 10101010 年以降年以降年以降年以降自殺者が急増し自殺者が急増し自殺者が急増し自殺者が急増し、、、、

年間で全国年間で全国年間で全国年間で全国 3333 万人万人万人万人（長野県内では（長野県内では（長野県内では（長野県内では 500500500500 人）人）人）人）を超える事態が続いていたことがを超える事態が続いていたことがを超える事態が続いていたことがを超える事態が続いていたことが

あります。あります。あります。あります。    

    平成平成平成平成 24242424 年、基本法に先駆け大綱が見直され、社会的な問題に対する取組み年、基本法に先駆け大綱が見直され、社会的な問題に対する取組み年、基本法に先駆け大綱が見直され、社会的な問題に対する取組み年、基本法に先駆け大綱が見直され、社会的な問題に対する取組み

として自殺対策を行っていくことが強調されるようになりました。として自殺対策を行っていくことが強調されるようになりました。として自殺対策を行っていくことが強調されるようになりました。として自殺対策を行っていくことが強調されるようになりました。    

今回の改正のポイント今回の改正のポイント今回の改正のポイント今回の改正のポイント    

    今回改正された基本法では、第一条で今回改正された基本法では、第一条で今回改正された基本法では、第一条で今回改正された基本法では、第一条で「誰も自殺に追い込まれることのない「誰も自殺に追い込まれることのない「誰も自殺に追い込まれることのない「誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現」社会の実現」社会の実現」社会の実現」を目指すこと、第二条でを目指すこと、第二条でを目指すこと、第二条でを目指すこと、第二条で「自殺対策は、生きる事の包括的な支援」「自殺対策は、生きる事の包括的な支援」「自殺対策は、生きる事の包括的な支援」「自殺対策は、生きる事の包括的な支援」

であることが明記されました。であることが明記されました。であることが明記されました。であることが明記されました。    



    また、都道府県と市町村はそれぞれまた、都道府県と市町村はそれぞれまた、都道府県と市町村はそれぞれまた、都道府県と市町村はそれぞれ自殺対策計画自殺対策計画自殺対策計画自殺対策計画をををを定めることとされました定めることとされました定めることとされました定めることとされました。。。。

地域の実情に合わせて政策方針を立て、その検証をしながら自殺対策を行って地域の実情に合わせて政策方針を立て、その検証をしながら自殺対策を行って地域の実情に合わせて政策方針を立て、その検証をしながら自殺対策を行って地域の実情に合わせて政策方針を立て、その検証をしながら自殺対策を行って

いくことが法律によりしっかりと枠づけられたのです。いくことが法律によりしっかりと枠づけられたのです。いくことが法律によりしっかりと枠づけられたのです。いくことが法律によりしっかりと枠づけられたのです。 

 

誰も自殺に追い込まれることの 

ない社会の実現（１条） 

目的 

自殺対策基本法 概要 

（平成２８年４月改正） 

自殺対策は、生きることの包括的な 

支援（２条第１項） 

保健、医療、福祉、教育、労働 

その他の関連施策との有機的な 

連携を図り、総合的に実施 

（２条第５項） 

 

 

調査研究等の推進・体制の整備

（15条） 

・自殺の実態、防止、自死遺族

の支援のあり方 

・地域の状況に応じた自殺対策

のあり方 

・自殺対策の実施状況 

 

 

人材の確保等（16条） 

・自殺対策に係る人材の確保、

養成、資質向上のため、大学、

専修学校、関係団体等との連携

協力を図る 

基本理念 

 

教育・啓発の推進等（17条） 

・心の健康の保持に係る教育・

啓発の推進、相談体制の整備、

研修の機会の確保 

・児童・生徒等への教育・啓発 

 

医療提供体制の整備（18条） 

・良質かつ適切な精神医療提供

体制の整備 

・精神科医と、心理・保健福祉

の専門家、民間団体等の円滑な

連携の確保 

基本的施策 

 

国の責務（３条第３項） 

・地方公共団体に対する

必要な助言その他の援助 

 

自殺予防週間 

（９月 10日～16 日） 

自殺対策強化月間（３月） 

 

自殺対策計画等（13 条） 

・都道府県・市町村は、 

それぞれ都道府県自殺対策

計画・市町村自殺計画を定

める 


